
画面右上の
「マイナンバーカード」での
手続きを選択

「健康保険証利用の申し込み」
を選択

画面の案内に従って操作し、暗証番号の入力とカー
ドの読み取りを行う

マイナポータルアプリを
開く

「健康保険証の利用申し込
み」をタップ

利用規約を確認し、案内に従って進む

暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取る

保険証の利用申し込み（初回登録）をしよう！
　マイナンバーカードを保険証として利用するには、生涯で１回のみ保険証利用申し込み（初回登録）を
行います。利用申し込みの際はカード交付時に設定した４桁の暗証番号が必要です。

対応するスマートフォンで
おサイフケータイなどNFC機能に対応するスマート
フォンで利用申し込みが可能です。事前に「マイナ
ポータルアプリ」をインストールしておきましょう。

セブン銀行のATMで
コンビニエンスストアのセブンイレブンなどに設置
されているセブン銀行のATMでも利用申し込みが
可能です。画面の指示に従って操作してください。

マイナンバーカードで受診するために

　医療機関・薬局での健康保険の資格確認について、
令和５年４月からマイナンバーカードで受診できる「オ
ンライン資格確認」が原則義務付けられたことから、
原則としてすべての医療機関・薬局でマイナンバーカ
ードを使って受診できます。マイナンバーカードで受
診するには保険証利用の申し込み（初回登録）が必要
ですので、あらかじめ行っておきましょう。
　政府は令和６年秋をめどに現在の保険証を廃止して、
マイナンバーカードでの受診に一本化する方針を示し
ています。早めに利用申し込みを行っておきましょう。

まだマイナンバーカードを取得していない方に
は、市区町村より「QRコード付き申請書」が
送付されています。申請はパソコンやスマホに
よるオンライン申請のほか、郵送などで行えま
す。申請から１～２ヵ月程度で「交付通知書」
が届きますので、通知書を持参して市区町村
の窓口でカードの交付を受けてください。

マイナンバーカードの取得と

まだの方は
カードの取得を

※そのほかに医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、各市区町村の住民向け端末などでも利用申し込みが行えます。

令和６年秋を
めどに
保険証が
廃止に！ 保険証保険証へのへの登録登録を

　令和５年５月11日から、Androidスマホにマイナンバーカードの電子証明書を内蔵できるようになり
ました。スマホにマイナンバーカードの＂鍵＂の機能である電子証明書を内蔵させることで、マイナポー
タルなどにアクセスする際にカードをスマホにかざす必要がなくなります。電子証明書を内蔵させたス
マホさえあれば、さまざまな行政手続き・サービスが使えるようになるため、さらに便利になります。
※iPhoneについても対応が進められていますが、利用可能になる時期は未定です。

Androidスマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書が内蔵可能に


